
スポーツ振興課

企画・生涯スポーツ担当

6959

番号 事業名 会計 款 項 目 説明事業

B23
埼玉県スポーツ推進審議会運営費 総務費 県民費 社会体育振興費

宣言項目 11 オリンピック・パラリンピックなどを契機とした地域の活性化 3

分野施策 061350 スポーツの振興 3-1,3-2,3-3,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9,3-a,3-b,3-c,3-d

１　事業概要 ５　事業説明

２　事業主体及び負担区分

３　地方財政措置の状況

　なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

予算額

財　　源　　内　　訳

一般財源

決定額 △3,856 △3,856 5,139

現計額 8,995 8,995

令和 3年度予算見積調書(2月補正予算)
課室名:

担当名:

内線: (単位：千円)

一般会
計

県民活動推進
費

事 業
期 間

昭和37年度～ 根 拠
法 令

スポーツ基本法第10条、第31条
執行機関の附属機関に関する条例

SDGsｺﾞｰﾙ

SDGsﾀｰｹﾞｯﾄ

　埼玉県スポーツ推進計画やその他のスポーツの推進に
関する重要事項を調査審議するため、埼玉県スポーツ推
進審議会を開催する。
　また、次期スポーツ推進計画（R5～）策定に向けスポ
ーツ実態調査を実施する。

（１）埼玉県スポーツ推進審議会　　　 △6千円
　　　経費節減による支出の減

（２）次期スポーツ推進計画策定に係る実態調査　　
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　△3,850千円
　　　契約差金による支出の減

（１）事業内容
　　ア　埼玉県スポーツ推進審議会　　　　　　　811千円
　　　　埼玉県スポーツ推進審議会の開催(3回)
    イ　次期埼玉県スポーツ推進計画策定に係るスポーツ実態調査　8,184千円
　　　　スポーツに関する実態調査業務委託

（２）事業計画
　　　スポーツ基本法に基づき、スポーツの推進に関する重要事項を調査審議するスポーツ推進審議会を開催する。
　　　また、次期埼玉県スポーツ推進計画策定のためのスポーツ実態調査実施する。

（３）事業効果
　　　週に1回以上スポーツをする20歳以上の県民の割合
      　平成28年度　52.9％
　　　　平成29年度　50.2％
　　　　平成30年度　50.8％
　　　　令和元年度　53.2％
　　　　令和2年度　 57.1％
　　　　令和3年度　 65.0％ (目標)

（４）補正予算の概要
　　契約差金及び経費節減による減

（県10/10）

　9,500千円×1.0人＝9,500千円

補正後の
予算額

― 県民生活部 B23 ―
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